
(別紙 1）

介護報酬
利用者負担額
(※参考1割）

利用者負担額
(※参考2割）

要支援　１ 34,180円 3,418円 6,836円

要支援　２ 69,080円 6,908円 13,816円

要介護　１ 103,640円 10,364円 20,728円

要介護　２ 152,320円 15,232円 30,464円

要介護　３ 221,570円 22,157円 44,314円

要介護　４ 244,540円 24,454円 48,908円

要介護　５ 269,640円 26,964円 53,928円

要支援　１ 30,800円 3,080円 6,160円

要支援　２ 62,240円 6,224円 12,448円

要介護　１ 93,380円 9,338円 18,676円

要介護　２ 137,240円 13,724円 27,448円

要介護　３ 199,630円 19,963円 39,926円

要介護　４ 220,330円 22,033円 44,066円

要介護　５ 242,950円 24,295円 48,590円

300円 30円 60円

認知症加算（Ⅰ） 8,000円 800円 1,600円

認知症加算（Ⅱ） 5,000円 500円 1,000円

9,000円 900円 1,800円

7,000円 700円 1,400円

10,000円 1,000円 2,000円

10,000円 1,000円 2,000円

6,400円 640円 1,280円

5,000円 500円 1,000円

3,500円 350円 700円

3,500円 350円 700円

1,000円 100円 200円

2,000円 200円 400円

8,000円 800円 1,600円

4,500円 450円 900円

50円 5円 10円

※　自己負担割合については、個別に市町村により定められ、「自己負担割合証」により確認します　（1割・2割・3割負担）

2,000円
朝食 300円
昼食 600円
夕食 600円

※　月額の利用料は、介護報酬に対する自己負担割合相当が対象となります

自己負担額の１０００分の15に相当する額

※　全ての加算が対象ではなく、個々に応じて、法定根拠に基づいた内容が加算されます

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）（1月あたり）

（予防）若年性認知症利用者受入加算（１月あたり）

訪問体制強化加算（１月あたり）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（1月あたり） 自己負担額の１０００分の102に相当する額

看護職員配置加算（Ⅰ）（１月あたり）

看護職員配置加算（Ⅱ）（１月あたり）

（２）小規模多機能型居宅介護費・
同一建物に居住
（１月あたり）

認知症加算（1月あたり）

初期加算（１日あたり）

（１）小規模多機能型居宅介護費・
同一建物外に居住
（１月あたり）

＊小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護利用料＊

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ（1月あたり）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ（１月あたり）

宿泊費　　（１泊あたり）

食費　　（１食あたり）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（１月あたり）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１月あたり）

生活機能向上連携加算（Ⅰ）（１月あたり）

栄養スクリーニング加算　（1回あたり）※6月に1回を限度とする

生活機能向上連携加算（Ⅱ）（１月あたり）

若年性認知症利用者受入加算（１月あたり）

総合マネジメント体制強化加算（１月あたり）


